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今
回
は
、
女
性
の
人
権
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

性
別
で
は
、
男
性
よ
り
女
性
に

役
割
分
担
に
反
対
す
る
意
見
が
多

い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

女
性
が
差
別
さ
れ
た
り
、
人
権

侵
害
を
受
け
て
い
る
と
感
じ
ら
れ

る
場
面
を
あ
げ
て
も
ら
っ
た
と
こ

ろ�
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が
上
位
を
占
め
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、�
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と
い
っ
た
固
定
的
な
性
差
関
係
・

社
会
的
性
役
割
が
今
な
お
現
存
し

て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

女
性
の
人
権
尊
重
や
社
会
参
加

を
促
進
す
る
た
め
に
重
要
だ
と
思

う
行
政
施
策
と
し
て
は
、�
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が
上
位
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
と

は
、
男
女
が
互
い
の
個
性
や
価
値

観
な
ど
多
様
性
を
理
解
・
尊
重
し
、

認
め
あ
う
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す

こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
特
定

の

｢

ら
し
さ｣

だ
け
に
固
定
さ
れ

な
い
選
択
が
で
き
る
社
会
の
実
現

を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら

｢

男
性
が
家
事
や
育

児
を
す
る
こ
と｣

、｢

女
性
が
力
仕

事
を
す
る
こ
と｣

と
い
っ
た
形
式

的
に
男
女
同
数
・
男
女
で
勝
負
さ

せ
た
り
す
る
こ
と
と
は
基
本
的
に

違
い
ま
す
。

市
で
は
平
成
19
年
３
月
に�

�

E
6
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x
y
x
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を
策
定
予

定
で
す
が
、
今
後�

E
6
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v
w
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を
制
定
し
、

市
民
の
皆
さ
ん
へ
周
知
を
図
る
と

と
も
に
啓
発
活
動
を
推
進
し
ま
す
。
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昨
年
末
、
横
浜
市
で
走
行
中
の

ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
積
載
さ
れ
た

重
機
が
道
路
横
断
電
線
に
接
触
し
、

支
柱
を
な
ぎ
倒
し
、
死
傷
者
が
発

生
す
る
重
大
な
事
故
が
発
生
し
ま

し
た
。

現
在
、
雲
南
市
で
も
点
検
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
の
周
辺
で
、

道
路
交
通
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ

の
あ
る
、
垂
れ
下
が
っ
た
電
線
等

の
危
険
箇
所
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

最
寄
り
の
総
合
セ
ン
タ
ー
事
業
管

理
課
ま
た
は
、
建
設
部
業
務
管
理

課
ま
で
通
報
し
て
下
さ
い
。
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雲南市では生活情報の提供と､ 産業振興の一助､ 行財政改革の一環として有料広告枠を設けました｡
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���� 日本社会の歴史的過程で形づくられた身分的差別
によって､ 国民の一部の人々が長い間､ 経済的､ 社会的､ 文化的
に低い状態を強いられてきました｡ 同和問題は､ これらの人々が､
今なお結婚を妨げられたり､ 就職で不公平に扱われたり､ その他､
日常生活の上でいろいろな差別を受けるという､ 重大な人権問題
です｡
政府が､ 1969 (昭和44) 年以降各種の特別対策を講じてきた結
果､ 実態的差別は大きく改善され､ 2002 (平成14) 年には特別対
策も終了しました｡
また､ 国や地方公共団体をはじめとした人権教育・啓発の取り
組みにより､ 心理的差別についてもその解消が進んできました｡
しかし､ いまだに差別事象が後を絶っていません｡ この問題の
解決には､ 国民一人ひとりが同和問題について､ 一層理解を深め､
自らの意識を見つめ直すとともに､ 自らを啓発していくことが必
要です｡

(財) 人権教育啓発推進センター発行啓発資料から
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御ご

下か

賜し

金き
ん

は
、
社
会
福
祉
事
業

御
奨
励
の
た
め
、
天
皇
誕
生
日
に

際
し
、
民
間
社
会
福
祉
事
業
に
係

る
施
設
・
団
体
へ
贈
ら
れ
ま
す
。

12
月
25
日
に
は
、
雲
南
地
域
の

在
宅
福
祉
事
業
、
介
護
予
防
事
業
、

健
康
増
進
事
業
等
の
拠
点
施
設
を

運
営
す
る
社
会
福
祉
法
人
よ
し
だ

福
祉
会
に
対
し
、
御ご

下か

賜し

金き
ん

が
送

ら
れ
ま
し
た
。
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雲
南
市
の

｢

市
の
花｣

、｢

市
の

木｣

が
決
ま
り
ま
し
た
。

【
市
の
花
】

V
Y
H

バ
ラ
科
サ
ク
ラ
属
／
原
産
地
：

日
本

【
市
の
木
】

K
�
�
o

イ
チ
ョ
ウ
科
イ
チ
ョ
ウ
属
／
原

産
地
：
中
国

｢

竹
島
問
題｣

を
風
化
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
歴
史
を
正
し
く
検
証

し
、
理
性
的
に
議
論
を
進
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
早
期
解
決

が
望
ま
れ
ま
す
。

島
根
県
主
催
に
よ
る

｢

竹
島
の

日｣

記
念
行
事
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。
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島
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雲
南
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

で
は
、
就
労
意
欲
の
あ
る
高
齢
者

の
た
め
の
講
習
会
を
行
い
ま
す
。
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木
次
町
新
市)

安
全
で
効
率
的
な
室
内
清
掃
の

基
礎
知
識
と
実
技

【
問
】
雲
南
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
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次
の

｢

庁
舎
の
維
持
管
理
に
関

す
る
業
務｣

に
つ
い
て
指
名
競
争

入
札
参
加
申
請
を
受
付
け
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
管
財
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

ま
た
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(

２

月
26
日
以
降
掲
載
予
定)

で
確
認

の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
回
の
申
請
に
よ
る
有

効
年
度
は
平
成
19
年
度
の
み
で
す
。

(

平
成
18
年
度
に
申
請
さ
れ
た
方

は
今
回
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。)

①
清
掃
業
務

②
機
械
警
備
業
務

③
警
備
員
業
務
及
び
連
絡
員
業
務

④
消
防
用
設
備
保
守
点
検
業
務

⑤
自
動
ド
ア
保
守
点
検
業
務

⑥
電
気
保
安
業
務

⑦
ボ
イ
ラ
ー
保
守
点
検
業
務

⑧
冷
暖
房
設
備
保
守
点
検
業
務

⑨
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
保
守
点
検
業
務

⑩
浄
化
槽
保
守
点
検
業
務

⑪
無
停
電
電
源
装
置
保
守
点
検
業

務
⑫
防
災
行
政
無
線
保
守
点
検
業
務

⑬
そ
の
他
の
必
要
と
す
る
業
務
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広告掲載をご希望の方は､ 木次都市開発� (広告代理店) �0854-42-2221までお問い合わせ下さい｡

12月25日には､ 御下賜金伝達が行われ
ました｡
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